
 

 

 

 

 
 

 

 

１．国・県・町と笠郷地区で、現在/今後の行政施策に対しての懇談会を開催                  事務局 

6月 7日(金)、村下県会議員の他に国・県から 11名、養老町から 10名を招いて、笠郷地区からは西脇町会

議員の他に、区長、五三土地改良区委員、農業委員等 13名が出席して、各部署の施策について方針、計画等の

説明を受けました。会議（説明会）の概要は下記の通りです。 

１．河川施策 

①．防災・減災・国土強靭化のため、3か年緊急対策（2020年まで、継続も含む）を実施中。 

Ⓐ．笠郷地区関係箇所、〇牧田川右岸（烏江）排水樋門改修工事        「（2020年以降継続） 

〇牧田川船附地区改修事業(堤防断面(高さ・幅)不足ヵ所の堤防整備工事 

Ⓑ.町内で、〇牧田川直江地区改修（河道掘削工事）（2019年度新規） 

〇牧田川左岸（橋爪）下部工事 

〇牧田川五日市地区改修(築堤護岸工事) （2019年度新規） 

○牧田川に危機管理型水位計を 2か所設置予定(金草川設置予定) 

②．「大雨警戒レベル」5段階表示（警戒レベル１～５）の避難新判断基準導入（2019年 5月末から）． 

2．道路施策 

①．東海環状自動車道効果（岐阜県） （東回りは完成し経済波及効果は大きく、西回りの早期完成を望む） 

○東回り（豊田東 JT-関広見 IC）開通で、自動車関連産業は 48社立地、従業員数は約 1.5倍増加、 

②．東海環状自動車道 雇用・税収効果（東海 3県） 

〇工業団地立地数：２００件⇒３４８件（約１５０件増）、雇用者数：２万人⇒５．６万人（約３．６万人増） 

３．農地整備に関する課題と方策 

①．課題（養老町）  小規模な土地改良区が多い（大小２２の改良区が混在）ので、 

１.多区にわたる広範囲な水利施設の一元管理・計画的な維持補修ができない。 

２．今後、広域での基盤整備事業に、町が積極的に取り組めない。 

②．土地改良区の統合に向けての課題 

１.ほ場・水利施設の整備水準の違い。 

２．土地改良区の運営基盤・財政規模の違い。 

＜農地集積率の現状＞養老町平均農地集積率：74.4％、 笠郷地区：59.7％、下池西部地区：90.4％ 

③．令和元年度に統合整備計画案策定予定 

養老町農業基盤調査及び総合整備構想策定業務（その１）完了（H３０/3/23完了）の成果を踏まえ。 

④．「県営農業用施設緊急改修事業 養老地区 排水機場統廃合技術検討業務」(H30/6/22-H31/2/22) 

排水機場の統廃合組み合わせ案を作成し、比較検討作業実施。 

４．町づくり施策 

①．養老町の現状 

〇岐阜県の市郡中で養老郡は人口増減率(2018.1.1)ワースト 1 

②．人口減少対策⇒「人口減少」の流れは変わらず➡「低密度地域社会」へ 

〇働く場所の確保 ⇐ （町外通学→町外勤務→勤務先付近居住)流れ遮断し 

若者の流出対策、移住の防止 

〇出産・子育て環境の充実    費用支援、無償化、場所の整備等 

③．少子高齢化・人口減少社会に対する課題 

１.集会所 公民館等の維持管理、  ２.空家 耕作放棄地 里山の維持管理、 ３.地域クリーン活動 

４.家事 敷地内の整備支援、    ５.保育サービス、一時預かり、    ６.高齢者の移動手段 

７.(高齢単身者)見守り、災害時要支援者対策、 ⇒⇒ ＜対策＞有償ボランティアの募集・育成等 

５．岐阜県の企業誘致について 

①．平成３０年（１～12月）誘致企業の立地件数４３件(全国６位)、立地面積５７ha(全国６位) 

〇立地件数順位(県内 5地域)：東濃(１５件)、中濃(１０)、西濃（９）、岐阜（８）、飛騨（１） 

＜要因＞東海環状道東回りの開通、地震災害リスクに備え地盤強固な土地への進出 

②．養老町振興のため、地域特性を生かした企業誘致戦略(農地の多い東海環状道西回りの特化戦略) 

〇一般製造業以外に、農地と水資源を生かした食品関連企業、ハイテク植物工場等の誘致 

西暦 養老町人口 

2010 31,355 

2019 27,300 

2030 23,000 

2040 18,000 
(笠郷町民会議事務局試算) 

「地域が育てる・ふるさと笠郷を創造する！」              ホームページ ： kasagou.jp 

「笠郷地域創生自治町民会議」だより 
国・県・町との現在・今後の行政施策懇談会実施    笠郷地域創生自治町民会議会長 大橋 徳法 
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賦課金に格差が生じている。 

流出防止 L 

(区画整理事業実施後) 
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令和元年７月１日 

各位 

笠郷地域創生自治町民会議 

事務局長  佐藤冨士男  

 

連絡網を使った緊急情報伝達訓練 
 

１．目的 

緊急時に各地区の「連絡網」を使って、緊急情報を迅速で正確に末端の全世帯まで伝達する

ために、想定内容の緊急連絡を主とした防災訓練を行い、意識の向上を図ると共に、連絡網の

改善を目的とします。（参考：連絡網は、地震時等の安否確認にも利用します。） 

 

２．実施日時 

令和元年 ８月   日（   ）   午前・午後    時 （開始） 

 

３．想定内容 

集中豪雨により牧田川の水位が上昇し、養老町に大雨警戒レベル４の避難勧告が出されたこ

とを想定した訓練。 

 

４．訓練事項 

Ⓐ．訓練内容 

① .町からの情報を、迅速で間違いなく区長会長から各世帯まで電話を使い伝達する。 

② .伝達順： 

区長会長⇒各地区区長⇒副区長⇒自治会長(連合班長)⇒班長⇒各世帯 

         （⇒民生委員         ⇒防災(副)隊長⇒隊員） 

Ⓑ．伝達内容 

① .この電話は、『緊急情報伝達訓練』です。 

② .今日、午前○○時○○分、集中豪雨により牧田川の水位が増し、養老町に大雨警報

レベル４の避難勧告が発令されました。 

③ .直ちに、必需品をまとめ、（○○まで）緊急避難してください。 

④ .連絡網に従って、次の人に電話連絡願います。(班長・防災隊長は④の伝達不要) 

 

Ⓒ．連絡網最終者 

事前に各班で電話順番最後の１人を決めておき、 

① 電話を取った時間、 

② 伝言内容、 

を各区長まで電話連絡する。(事前に本人に折り返し確認電話の依頼をしておく事。) 

 

５．電話時の参考事項（下記を参考にして電話してください） 

Ⓐ．呼び出し回数は１０回コールまでとする。 

Ⓑ．「留守電」になった場合、 

① .電話相手が末端者の時は、内容を電話録音して終了する。 

② .電話相手が中継者の時は、内容は電話録音し 

㋐.副担当に伝達業務を依頼する。(副担当がいなければ、自分が代理する) 

Ⓒ．電話相手が不在の場合、 

① .電話相手が末端者の時は、５～１０分後に再電話する。(再電話回数：２回) 

② .電話相手が中継者の時は、副担当に伝達業務を依頼する。(副担当がいなければ、

自分が代理する) 

Ⓓ．電話相手が末端者で携帯電話に出ない時（初回）、ＳＭＳを利用しメールして終了する。 

 

６．結果の評価と改善 

Ⓐ．高評価、低評価ヵ所を洗い出し、課題を抽出する。 

Ⓑ．課題の改善（方法） 



 

５段階の 大雨『警戒レベル』導入開始 
 
「自らの命は自らが守る」意識の徹底と共に、地域住民が避難行動を容易にとれるよう、防災情報

をわかりやすく提供するために、令和元年５月末から、大雨『警戒レベル１～５』が導入開始されま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠郷地域創生自治町民会議 

事務局長 佐藤 TEL.36-0006 

洪水警報 

大雨警報等 

 

 

裏面あり 

（出典：政府広報オンライン） 


